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論説

「国策会社」における社員団体の分析
――満鉄のミドルマネジメントと満鉄社員会をめぐって

平　山　　　勉

はじめに

本稿の目的は，「国策会社」として周知されている南満州鉄道株式会社（以

下，満鉄）におけるミドルマネジメントと社員団体である満鉄社員会の連

関を明らかにしつつ，満鉄社員会の機関誌である『協和』の資料的特性を

展望することにある。

満鉄の残した膨大な資料については，井村哲郎氏を中心にこれまでにさ

まざまな目録1）が作成されるとともに，氏の積極的な活動によって多くの

復刻版が刊行されてきた2）。また，近年では中国の学界でも，解学詩・蘇

崇民の両氏によって満鉄資料の刊行が進んでいる3）。同時に，これらの資

料群に対して批判的な検討が展開されており，筆者も統計資料の精度につ

いて分析した4）。さらには，台湾拓殖株式会社など，旧植民地における他

の「国策会社」についても，一次史料の公開が進んでいる。

こうした史資料の公開・普及状況を反映して，近年の「国策会社」の研

究では，その株式会社としての側面に光があてられるようになっている。

特に，株式や社債の発行状況と資金調達の分析を通じて，「国策会社」と

して無条件に自らを犠牲にするのではなく，株式会社としての自律性と利

益を追求する経営実態が明らかにされてきた5）。その担い手として再評価

されているのが，天下り的に短期間だけ在籍するトップマネジメントでは
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なく，その下で従事する部長・課長級の社員である。

このような研究動向をふまえつつ，本稿では，第一に，満鉄の部長・課

長級の社員（ミドルマネジメント）についてデータベースを構築して彼ら

の人事異動の動態とその特性を分析する。第二に，彼らが自主的に結成し

た社員会について，本部役員の人事異動の動態を上述の動態と接続しなが

ら，規約・組織・財政の分析を通じて，社員会の特性を明らかにする。そ

の上で，機関誌『協和』のもつ資料的特性を展望する6）。

第 1節　満鉄の人事と組織

（1）満鉄の人事とその特徴

最初に，満鉄の経営を把握するために，重役と社員について概観しよう。

満鉄のトップは「総裁」と呼ばれ，時期によって，理事長（1917年 7

月～ 1919年 4月），社長（1919年 4月～ 1929年 6月）と名称を変えて

いる。この下に「副総裁」，または，副社長（1919年 4月～ 1929年 6月）

がおり，さらにその下に複数の「理事」が置かれた。これらを総称して「重

役」と呼ぶ。いわば，満鉄のトップマネジメントであり，彼らは最高意思

決定機関である重役会議を構成した（以下，原則として，総裁・社長・理

事長を「総裁」で，副総裁・副社長を「副総裁」で統一する）。

重役の下には，「部長」「課長」「主任」が置かれていた。満鉄の組織は，

鉄道部や商事部のようにおおむね事業ごとに「部」が設けられ，その下に

庶務課や会計課などの「課」が，さらにその下に業務係や統計係などの「係」

が置かれ，それぞれの責任者として部長・課長・主任が置かれた。これを

基本型として，他に部長級，課長級の役職があるが（後述），これらの人々

が，いわば，満鉄のミドルマネジメントに相当する。

広く知られているように，満鉄は半官半民の会社であり，発行株式の半

数が大蔵大臣名義になっているため，重役の任免権は日本政府（≒首相）
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にあった。総裁は 17人，副総裁も 17人，理事は 74人が任命されている7）。

このうち，国沢新兵衛・松岡洋右・山崎元幹は理事・副総裁・総裁（国沢

は副総裁を 2回）を，中村是公・大村卓一は副総裁・総裁を，小日山直登

は理事・総裁を，松本烝治・佐藤応次郎・佐々木謙一郎・平島敏夫は理事・

副総裁を務めており，また，野村龍太郎は総裁を，大平駒槌は副総裁を，

大蔵公望・猪子一到は理事を 2回務めているから，重役の実数は 90名と

なる。

従来の研究でも指摘されてきたように，このような数の多さからは政権

交代に連動した満鉄の重役人事を看取することができよう。この点をより

正確に把握するために，【表 1】では，重役の在籍期間の分布をまとめた。

【表１】重役の在籍期間の分布

出典：	満鉄会監修『南満州鉄道株式会社課級以上組織機構変遷並に人事異動一覧表』満鉄史料叢書 12、龍

渓書舎、1992 年。

注１：	副総裁・総裁を連続して務めた中村是公・国沢新兵衛・大村卓一・山崎元幹、理事・副総裁を連続し

て務めた国沢新兵衛・佐々木謙一郎・佐藤応次郎を除く。

　２：	閉鎖時に重役であった平井喜久松・平島敏夫（以上、副総裁）・有賀庫吉・浜田文雄・関口保・古山勝夫・

猪子一到・鈴木長明・渡辺猪之助・佐藤鼎・宮本慎平（以上、理事）を除く。
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満鉄の定款によれば，総裁・副総裁の任期は 5年，理事のそれは 4年と

されており，同時に，重任を妨げないことになっていた。また，上述した

ように重役を連続して務めた者が 6人あり，そのうち，中村是公は総裁の，

国沢新兵衛は副総裁（1回目）の任期を全うしている（両者とも 1908年

12月 19日～ 1913年 12月 18日）。しかし，【表 1】によれば，それ以外

の総裁・副総裁が任期を満了することはなかった。総裁の平均在籍期間は

2.0年，副総裁のそれは 1.9年である。

これに対して，理事は任期を全うする者が圧倒的に多い。62人中 32人

が任期を満了しており，14人が最初の任期 4年を超えて理事を務めてい

る。総裁・副総裁のように 1年未満で退任する者もなく，平均在籍期間は

4.0年で，総裁・副総裁のほぼ倍になる。ただし，4年を超えた 14人の理

事は，久保田政周・松岡洋右（以上，4年＜ｎ＜ 5年），久保要蔵・大蔵

公望・森俊六郎（同，5年≦ｎ＜ 6年），岡松参太郎・川上俊彦・樺山資英・

改野耕三（同，6年≦ｎ＜ 7年），清野長太郎・久保田勝美・田中清次郎・

野々村金五郎・犬塚信太郎（同，7年≦ｎ＜ 8年）であり，設立当初から

の者とそれと入れ替わった者がほとんどで，遅くとも 1927年 9月までに

退任した理事である。

これらのことからは，1920年代に入ってからの満鉄重役は，総裁・副

総裁の在籍状況が不安定だった一方で，理事のそれが安定していたことが

分かる。しかし，在籍期間についてみれば，総裁・副総裁が短いだけでなく，

理事も必ずしも長いわけではなかった。

もっとも，総裁の専権事項的なものとして「職制改正」があり，これに

よって満鉄の組織は変更されていた。この職制改正は，総裁の在籍状況の

不安定さと在籍期間の短さを補うものだったかもしれない。総裁の望むよ

うな組織変更を通じて，効率的なマネジメントを実現していた可能性もあ

る。しかし，【表 2】にまとめたように，職制もまた，度々改正されていた。
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【表２】職制改正一覧

【表 2】からは，職制改正を実施していない総裁は，安広伴一郎と山本

条太郎の 2名だけで，在籍期間中に何度も職制改正を実施している松岡洋

右や大村卓一のような者もいることが分かる。本稿の基礎データが依拠す

る『南満州鉄道株式会社課級以上組織機構変遷並に人事異動一覧表』（以下，

『一覧表』）の「解題」も指摘するように，部レベルの改廃を含む「職制の

改正」と，部分的な改正（主に課レベル）をする「分課規程の改正」とが
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厳密に区別されず8），職制改正の定義があいまいとなるために，1937年 6

月以降は『一覧表』と『社史』との間で職制改正にズレが生じている。し

かし，いずれにしても，部分的な改正のひとつひとつを拾っていけば，【表

2】で挙げた以上に，満鉄の組織変更が繰り返されていたことは明らかで

ある。この表は，ある総裁によって変更された組織が，そのまま継続して

いたわけではなかったことを示している。また，後述するように，人事異

動からみた職制改正の「効果」も見出しにくい。

むしろ，ここで注意したいことは，職制改正による組織変更の多さの基

調には，満鉄の組織拡大があったことである。1907年度末に総数 13,217

人だった従事員は，1912年度末には 2万人を，1917年度末には 3万人を，

1919年度末には 4万人を超えた後，満州事変直後の頃まで 3万人以上を

維持している。そして，1934年度以降，再び増加を始めて，1936年度末

には 10万人を，1940年度末には 20万人を超えた9）。

このように背反する状況でも，満鉄の経営が維持されてきた原因を，先

行研究は半官半民の会社としての巨大さに解消させてきた。しかし，その

ような外在的な理由からは，どのように経営が維持されてきたのかが見え

てこない。つまり，在籍状況の不安定な総裁・副総裁が増加する従事員を

マネジメントすることを支えた，言わば，満鉄の「組織化」が，果してど

のようなものであったのかがブラックボックスになっている。上述したよ

うに，職制改正と部分的な組織変更が頻発した満鉄において，明示された

組織図を「制度」として分析しても，「組織化」の本質を明らかにするこ

とにはならないのである。トップマネジメントから一段下がって，ミドル

マネジメントを分析する必要がここにある。

（2）課長級以上社員データベース

『一覧表』の原本は，「幅四五センチメートル（第四巻は，四〇センチメー

トル）の長尺の巻物四巻」 10）となっているという。これには，「「職制改正」



　東洋文化研究 18 号　　　

（73）

452

によって制定された組織機構に，次の「職制改正」までの中間期間に加え

られたすべての手直し的改正がそれらの改正の年月日とともに書き加えら

れ」ており，「会社の組織機構の変遷動態表」とも言うべきもので，同時に，

「これらの機構の課長級以上の人事が，その離就任の年月日とともに記録

されている」11）。つまり，会社設立から敗戦までの「課級以上の組織機構

の変遷推移の全貌」と「幹部人事の離就任，異動の全容」を示したものと

されている12）。本稿では，満鉄の「組織化」を解明するために，この『一

覧表』をもとにデータベースを作成した。以下で，作成の流れを見ておこう。

『一覧表』によれば，課長級以上社員は，職制改正ごとに新しい役職を

任命されており，自動的に前の職制での役職を免じられたことになってい

る13）。また，次の職制改正までに，人事異動があれば，それにあわせて罷

免年月日が記されており，次にその役職に任命された者の氏名が記されて

いる。ここで言う「罷免」とは，懲戒などによる免職ではないことに注意

されたい14）。原則的に，前任者の罷免年月日と後任者の任命年月日は同日

であるが，まれにラグのある場合もある。そこで，まず，任命されるごとに，

「氏名」「所属①」「所属②」「所属③」15）「役職」「任命年月日」「罷免年月日」

と「専任 or兼任」「任免年月日の性質（職制改正 or部分的組織変更 orそ

の他）」（後述）に関する情報を 1件ずつ入力した。これが，このデータベー

スの基本的な入力作業である。

いわゆる満鉄改組によって，1937年に付属地行政権が「満州国」に移

管されて地方部が消滅し，1938年に重工業部門が満州重工業へ，翌 39年

には北支事務局が華北交通へと，大きな分割があった。そのため，この時

期を前後に，設立からの人事異動との接続が取りにくくなる。また，上述

したように，『一覧表』と社史の間で職制改正に乖離があるように，後年

になると，『一覧表』は掲載した職制改正とその後の人事異動が不明であ

ることが少なくない。そこで，以下では，【表 2】の 1937年 12月 1日職

制改正までのデータ，すなわち，1938年 9月 18日現在までのデータベー
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スを分析対象とする。

最初に，【図 1】で，このデータベースの概略図を示しておこう。

3383 738 

4121 
1906.12.2 1938.9.18

1072

391 
1927 1941

1927
23

205 110 

1941
21

【図１】課長級以上社員データベースの概要

出典：	①前掲満鉄会監修『南満州鉄道株式会社課級以上組織機構変遷並に人事異動一覧表』。『社員会概要』

満鉄社員会、1936 年。

	 	②「社員会を育てた人々」『協和』7 巻 6 号、1933 年 3 月 15 日、30 頁。「社員会を育てた人々：現在

までの本部役員名簿」『協和』8 巻 4 号、1934 年 2 月 15 日、7 頁。「社員会を育てた人々：現在まで

の本部役員名簿」『協和』9 巻 6 号、1935 年 3 月 15 日、40 頁。「社員会を育てた人々：現在までの本

部役員名簿」『協和』10 巻 6 号、1936 年 3 月 15 日、51 頁。「社員会を育てた人々」『協和』11 巻 6 号、

1937 年 3 月 15 日、44 頁。「八年度社員会本部及全連合会総陣容一覧表」『協和』7 巻 7 号、1933 年 4

月 1 日、53 頁。「昭和九年度社員会本部及全連合会総陣容」『協和』8巻 7号、1934 年 4 月 1 日、42 頁。

「昭和十年度社員会役員総陣容」『協和』9巻 7号、1935 年 4月 1日、50頁。「本部役員会を構成する人々」

『協和』10 巻 7 号、1936 年 4 月 1 日、47 頁。「本部役員会を構成する人々」『協和』11 巻 7 号、1937

年 4 月 1 日、49 頁。「昭和十三年度本部首脳部」『協和』12 巻 8 号、1938 年 4 月 15 日、46 頁。「本部

役員名簿」『協和』13 巻 7 号、1939 年 4 月 1 日、39 頁。「昭和十五年度本部の陣容」『協和』14 巻 8 号、

1940 年 4 月 15 日、50 頁。「昭和十六年度本部の陣容」『協和』15 巻 8 号、1941 年 4 月 15 日、30 頁。

	 	③「会報」「社員会々報」「社員会の動き」「全般的報道」「会務半月誌」「社員会ニュース」「本部ニュー

ス」「本部の動き」など、『協和』各号。

1件ずつ入力した数は 4121となる。上述したように，これは『一覧表』

に名前が出てくるたびに入力したものであるから，同一人物が何度も入力

されていることになる。ここでは，この数値を「のべ人数」と定義して，「の

べ 4121人」と表記する。以後，データベースの作成において 1件ずつ入

力した人数（レコード数に相当する）を「のべ人数」とする。
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ここで，「役職」について見ておこう。『一覧表』に挙げられた役職は実

に多種多様である。まず，部長級の役職としては，撫順炭鉱や鞍山製鉄所，

奉天事務所，上海事務所，経済調査会，技術委員会などが「部」と同レベ

ルで設置されていたため，炭鉱長（鉱長），所長，委員長などがあり，そ

の他に，支社長（東京支社など），局長（鉄道総局，北支事務局など）な

どがある。課長級になるとより煩雑で，主査（経済調査会），局長（各鉄

路局），処長（各鉄路局経理処）のような各部署の「長」に加えて，秘書役，

調査役，審査役，監察役，監査役，参与，参事なども課長級の役職として

入ってくる。また，現業関係では，採炭所や鉄道工場，機械工場，製油工

場のほかに，火薬製造所，瓦斯作業所，電気作業所，発電所などの長とし

て，採炭所長，工場長，所長などが入り，さらに付属地行政に関して言え

ば，地方事務所，公所，学校，病院・医院，図書館などの長として，所長，

校長，院長，館長が課長級の役職として入ってくる。そして，これらの役

職の後に，心得，代理，事取（事務取扱），嘱託などが付いたり，逆に前

に「副」が付く役職や次席，次長（部長級のそれとは別）などもある。『一

覧表』にもならって，以下，本稿では，これらの役職に就いた者を総称し

て「課長級以上社員」とする。

次に，「専任 or兼任」について見よう。のべ 4121人は，「専任」と「兼

任」に分類される。満鉄の課級以上ポストは，すべてが専任者で占められ

ているわけではなく，重役が部長を，部長が課長を，課長が別の課長を兼

ねることがあり，課長級未満の社員が課長を兼ねることもあった。分類の

結果は，専任がのべ 3381人で，兼任はのべ 738人となる。兼任は一時的

なことが多く，継続性がないため，以下の分析では専任ののべ 3381人を

対象としよう。

専任ののべ 3381人について，同じ氏名でまとめる「名寄せ」をしてみ

ると，1072名となる。すなわち，これが，設立（1906年 12月 2日）か

ら 1938年 9月 18日までの課長級以上社員の実数である。以下では，名
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寄せをした実数を，「名」で表記する。この名寄せによって，課長級以上

社員 1072名の履歴が判明する。

【表３】課長級以上社員の名寄せ例

【表 3】では，一例として，田村羊三を挙げた。この表の一行が，のべ

4121人のうちの 1人に該当する。任免年月日の後にある「*」は職制改正

による任免を意味している。

田村羊三は 1918年 2月 23日に大連管理局庶務課長として課長級以上

社員となると，1919年 7月 16日の職制改正で運輸部庶務課長になり，こ

れを1920年6月8日まで務めた。ここで課長級以上社員から一度外れるが，

1922年 1月 17日の職制改正で社長室紐育事務所長として課長級以上社員

に復帰すると，1923年 4月 21日の職制改正で社長室の審査役となり，同

年 11月 8日から庶務部社会課長を務め，1925年 12月 25日から興業部

長を務め，1930年 6月 14日の職制改正で課長級以上社員から外れるとと

もに，満鉄を退職した。また，この専任職と平行して，運輸部庶務課長の

ときに同部営業課長（1919年 7月 16日～ 1920年 4月 18日）を，興業

部長のときに同部中央試験所長事取（1927年 3月 2日～ 1930年 6月 14日）

と同部庶務課長事取（1929年 3月 30日～ 1929年 12月 16日）を兼任し
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ている。

この田村の履歴のうち，庶務課長と社会課長から，社員の人事・福利厚

生などを管掌してきたタイプとして分類することができそうだが，紐育事

務所長や興業部長を含めると，そうした分類が当てはまりにくくなってく

る。もっとも，1072名の履歴をつぶさに見ていけば，衛藤利夫のように，

1930年 6月 14日から 1938年 9月 18日まで一貫して奉天図書館長を務

めた者もおり16），他にも，採炭所長や院長だけを務めた者もいる。こうし

たタイプの者をスペシャリストとして，一方で，田村羊三のような者をゼ

ネラリストとして分類することは可能かもしれない。

しかし，満鉄の分課規程は，極めてその文言が短く，シンプルに書かれ

ている。1930年職制改正によって「分課規程」が定められたものの，その「適

用，取扱いは必ずしも厳密ではなかったようである」とされている17）。

つまり，なすべき業務が厳密に確立されていたわけではなく，課長級以上

社員の「裁量」を認める余地が残されたものになっている。また，スペシャ

リストが特定の業務のみを担っていたわけではなく，ゼネラリストにも得

意分野がないわけでもない。さらに言えば，同じ「庶務課長」でも，分課

規程による定めが常に同じというわけでもない。これらの点を考えると，

規程にもとづいて，課長級以上社員がどのポストに就いていたのかを分析

することは，満鉄のミドルマネジメントを分析する手法として，あまり実

証的ではない。むしろ，裁量を認められた課長級以上社員としての経験が

どれくらいあり，また，どれくらい入れ替わりがあり，さらには，より決

定権のある理事に昇進したのかといった「動態」を総合的に分析した方が，

総裁・副総裁の在籍状況が不安定で，また，在籍期間が短い満鉄について，

その「組織化」の本質を明らかにすることになる。

（3）課長級以上社員の定量分析

そこで，まず，課長級以上社員としての在籍期間の分布を示したものが
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【表 4】である。なお，この在籍期間からは，課長級以上社員ではなかっ

た期間，すなわち，空白期間（田村羊三の場合では，1920年 6月 8日か

ら 1922年 1月 17日まで）を差し引いてある。また，このデータベース

の最終年月日である，1938年 9月 18日現在で課長級以上社員にあった者

と任免年月日が不明で在籍期間を算出できない者（13名）を除いてある。

【表４】課長級以上社員の在籍年数の分布と理事への昇進年度

【表 4】によれば，おおむね，在籍年数が長くなるほど，課長級以上社員

が少なくなっている。一方で，理事に昇進した者についてみると，課長級

以上社員としての在籍年数にはばらつきがあるものの，昇進年度が後にな

ればなるほど，在籍年数が長くなっていることが分かる。この【表4】からは，

1930年代に社員から直接昇進した理事には，短いものでも約 7年，ほと

んどの場合は 10年以上の課長級以上社員としての経験があり，この点で

創業期からの理事とは異なった安定さがあったと言うことができよう。



　東洋文化研究 18 号　　　

（79）

446

理事へ昇進する者が課長級以上社員として安定した在籍期間を持ってい

たことは，ミドルマネジメントとトップマネジメントの間に安定的な連続

性があるということを意味する。しかし，これに該当する者は 11名だけ

であって，これをもって，不安定な総裁・副総裁の下での膨大な従事員の

マネジメントを可能にした満鉄の「組織化」として評価することは難しい。

言うまでもなく，理事へ昇進しなかった残りの課長級以上社員について，

もうひとつ掘り下げた分析が不可欠であろう。仮に，総裁・副総裁のよう

に彼らが短期間で退任していたとすれば，課長級以上社員の動態に，満鉄

の「組織化」を見出すことができなくなるからである。

そこで，【表 5】では，年度ごとに，課長級以上社員の任免状況をまとめた。

課級以上箇所は，部レベル・課レベルの部署の数を集計したもので，お

おむね「長」の付く役職の数と等しくなる。【表 5】によれば，設立当初か

ら 1910年代末頃までは，箇所数が課長級以上社員数を上回っている。こ

れは，課長級以上の役職を兼任する者が多いためで，重役もまた課長級以

上ポストを兼任していた。つまり，それだけミドルマネジメントの数が少

なく，トップマネジメントとの距離も近かったことになり，この時期の満

鉄を「家族主義」とすることを表しているとも言えよう。逆に，1920年

代になってこれが逆転するのは，審査役や調査役などのように，「長」で

はない課長級以上社員が増加したためである。

推移について見てみると，1916年度末に課級以上箇所が 48箇所，課

長級以上社員が 35名だったものが，翌 17年度には 64箇所 62名となり，

その後も大きく増加して，23年度末には 139箇所 175名となっている。

従事員数とあわせてみると，1917年度末は従事員が 3万人を突破した年

度で（30,262人），19年度末に 4万人を突破した後，35,000人程度で推

移しており，従事員・課長級以上社員数・課級以上箇所数が増加する組織

の拡大がこの時期にあったことを確認できる。そして，1930年度から再

び増加を始めていく。
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次に，昇進者と退任者について，【表 3】の田村羊三の例を再び参照しつつ，

見てみよう。【表 5】の昇進者とは，課長級以上社員に昇進した者のことで，

初めて昇進した者だけでなく，空白期間の後に「再」昇進した者が含まれ

ている。田村羊三の場合では，1918年 2月 23日の大連管理局庶務課・課

長と 1922年 1月 17日の社長室紐育事務所・所長の両方がこの昇進者の

中に含まれている。また，退任者も同様で，最終的な退任だけではなく，

空白期間を経て再び課長級以上社員になる場合でも，退任者として数えて

ある。田村の場合では，1920年 6月 8日に罷免となった運輸部庶務課・

課長と 1930年 6月 14日の興業部・部長の両方が退任者として数えられ

ている。

この昇進者と退任者のうち，初めて昇進した者を「新規昇進者」とし，

1938年 9月 18日までに課長級以上社員として再び登場することなく退任

した者を「最終退任者」としている。その上で，新規昇進者と最終退任者

となったことが，「職制改正」によるのか，組織の「部分改正」によるのか，

それらと無関係の「改正なし」なのかに分類した。田村羊三で言えば，新

規昇進は，1918年 2月 23日の大連管理局庶務課・課長が「改正なし」で

1917年度の 1名分となり，最終退任が 1930年 6月 14日の興業部・部長

が「職制改正」で 1930年度の 1名分となっている。

要すれば，【表 5】は，課長級以上社員の昇進と退任が，一時的なもの

も含めて，年度別にまとめられている。これによれば，1916年度のみ退

任者が 0名なのを除けば，課長級への昇進者も課長級からの退任者も毎年

度存在しており，また，新規昇進者と最終退任者も，1911・16年度の最

終退任者が 0名なのを除いて，毎年度出ている。つまり，課長級以上社員

への昇進とそれからの退任は恒常的に行なわれていたのである。

また，新規昇進者と最終退任者と職制などの改正との関係を見れば，

1937年度末（1938年 3月 31日）までの新規昇進者 1033名のうち，502

名が改正とは無関係であり，299名は職制改正に，232名は部分改正に
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伴うものであり，最終退任者 688名のうち，425名が改正とは無関係で，

206名は職制改正に，57名は部分改正に伴うものであった。新規昇進者

と最終退任者との比較で言えば，組織の部分改正は新規昇進に効果があっ

たものの，新規昇進も最終退任も職制改正・部分改正とは関係なしに実施

されることの方が圧倒的に多かった。つまり，【表 5】からは，歴代の総

裁が実施した職制改正は，ミドルマネジメントを刷新するという点におい

て，それほどの効果があったわけではないということになる。

このように分析してみると，職制改正・部分改正などのイベントという

「静態」と，課長級以上社員の人事異動のような「動態」とを，関連づけ

て実証的に把握するには，課長級以上社員ひとりひとりの情報が不足して

いることが分かる。【表 5】からは，課長級以上社員の異動（昇進と退任）

が激しいために，満鉄の「組織化」を解明することができないという解釈

も可能であるし，一方で，職制改正の新規昇進と最終退任への影響を明確

には見出しにくいため，課長級以上社員は総裁・副総裁の不安定さからは

独立して，安定的にミドルマネジメントとして機能していた，という解釈

も成り立つ。

このようなことに，一定の決着をつけるために，ここでは，「平均」在

籍期間を採用したい。年度末現在で在籍した課長級以上社員の平均在籍期

間と，当該年度中に退任した者のそれとを図示したものが【図 2】である。

【表 4】でも示したように，新規昇進年月日が不明の者（13名）と，

1938年 9月 18日現在で課長級以上社員だった者を除いた平均在籍期間は

4.0年となる。繰り返しになるが，平均の元となる在籍期間は，新規昇進

から最終退任までの期間から空白期間を引いたものとなっているから，課

長級以上社員として名実ともにマネジメントを担当していた期間というこ

とになる。

【図 2】を見てみよう。「在籍者」は【表 5】の「課長級以上社員」のことで，

年度末現在での平均値となっている。一方，「退任者」は【表 5】の「退任者」
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のことで，退任した時点での在籍期間から平均値を求めている。この【図 2】

によれば，平均在籍期間の趨勢は，上昇（1906～ 16年度）→下降（1916

～ 19年度）→上昇（1919～ 29年度）→下降（1929～ 32年度）の 4つ

の局面を経て，フラットな状態に入ったと言えるだろう。

平均在籍期間が上昇するということは，最終退任者と新規昇進者があっ

たにしても，課長級以上社員全体では，安定的に継続的にマネジメントを

続けていたということになる。職制改正によって部や課の管掌規程が変化

したとしても，つまり，明文化された改正が大掛かりなものだったとして

も，改正後の職制を担う課長級以上社員に，大きな変化はなかったという

ことになる。別言すれば，これまでの経験を活用できる課長級以上社員が，

それだけ多く残り続けたことも意味しており，短期間で在籍を終える総裁・

副総裁の実質的な影響力が弱かったということになる。つまり，【図 2】

には，職制改正や組織の部分改正の全てが，大きなインパクトを持ってい

たわけではないことが示されている18）。

第 2節　満鉄社員会の概要

第 1節でみたように，課長級以上社員の平均在籍期間の上昇は，満鉄の

「組織化」の核がミドルマネジメントにあったことを定量的に示したもの

と考えられる。しかし，このことから，ミドルマネジメントによる「経営

参画」が安定していたと判断することは難しい。定量分析だけでは，ミド

ルマネジメントが主体的に「経営参画」する意志を持っていたのかさえ分

からないのだ。「組織化」と「経営参画」がどのようなものであったのかは，

定性分析をすることなしには明らかにできない。

この問題を解決するための定性分析において，満鉄社員会の資料は大き

な意味を持っている。課長級以上社員の平均在籍期間が上昇局面にあった

1927年に設立された満鉄社員会は，社員全般を会員とする団体として，「社
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員世論」を代表する仕組みを作り上げていた。別言すれば，社員会は満鉄

の「組織化」に内実を与えていた団体であり，機関誌『協和』を発行して，

満鉄の重役人事や経営についてさまざまな主張を展開していた。

以下では，満鉄社員会の規約・組織・本部役員・財政収支の分析を通じて，

満鉄の「組織化」をめぐる資料とその分析視角についてまとめよう。

（1）規約：投票による代表の選出

1927年の創立時に制定された規約19）から見ていこう。

「満鉄社員会」を正式名称とした社員会は（満鉄社員会規約〔以下同じ〕：

第 1条），入会資格を「南満州鉄道株式会社社員，嘱託，消費組合従事員，

本会従事員」のうちの希望者に認めた（第 2条）。目的を「綱領ノ貫徹ヲ計ル」

（第 4条）こととしており，綱領は以下の 3つから成る。

一，自主独立ノ精神ヲ涵養シ自律自治ノ修養ヲ積ムコト

二，会社ノ使命ニ立脚シ其真正ナル地位ヲ擁護スルコト

三，会社ノ健全ナル発達ヲ基調トシ社員共同ノ福祉ヲ増進スルコト20）

社員会の「最高ノ決議機関」は「評議員会」とされ（第 5条），社員会

の代表である幹事長が毎年 1回召集して開催した（第 6条）。これに連動

する形で評議員が年 1回の選挙で決められており21），会員は所属する分会

（会社組織の箇所ごとに設けられた「選挙区」のようなもの）で評議員を

選出した（第 7条）。投票は「単記無記名」，すなわち，「投票用紙ニ自ラ

被選挙人ノ氏名ヲ記載シテ投函」した22）。

社員会の「執行機関」として「幹事会」が設置され，「評議員会の決議事項」

を執行した（第 13条）。幹事会を構成するのは幹事長と幹事で，いずれも

評議員の互選による（第 14条）。投票は「記名単記投票」とされた23）。

社員会創立時では，幹事の定員は正員 44名予備員 44名とされ，それぞれ
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の半数を全評議員中より互選して，それぞれの残り半数を各箇所所属評議

員中より 2名互選することとされた（第 14条）。創立時の各箇所とは，社

長室・庶務部・鉄道部・地方部・興業部・経理部・撫順炭鉱・鞍山製鉄所・

東京支社・哈爾濱事務所・社員消費組合であり，会社全体から万遍なく幹

事が選出されるようになっている（第 14条）。幹事会は，毎月 1回，例会

を開いた（第 15条）。なお，常任幹事が幹事会で 5名互選された（第 17条）。

評議員・幹事・幹事長の任期は 1年となっている（第 7，14条）。

幹事会の「事務機関」として「本部」が置かれ，幹事長・常任幹事・部長・

部員で組織された（第 18条）。部長・部員が所属する部は，創立時におい

ては，庶務部・組織部・会計部・調査部・編輯部・共済部・事業部・宣伝部・

運動部・青年部・婦人部・相談部の 12部とされ（各々の管掌事項は後述），

幹事会が部長と部員を任免した（第 21条）。幹事長は社員会を代表して，「本

部一切ノ事務ヲ統括」するものとされ，常任幹事はこれの補佐，ならびに，

代理をするものとされている（第 19，20条）。

評議員選挙の選挙区のような機能を持っていた分会は，その業務を，会

員名簿の整理，会員の入退会，会費の徴収，評議員の選挙に関する事項と

その他と定められている24）。また，分会の合同・合併による組織化につい

ても定められており，同一地方で分会のいくつかをあわせ，会員が 100名

以上になった場合には，「地方連合会」としてまとめることが可能であっ

た（第 25条）。この地方連合会は，「評議員会ニ提出スヘキ議題ニ関スル

事項」と「幹事会ノ諮問ニ対スル事項」を事務として取り扱い25），分会よ

りも社員会運営への関与が強い。後に見るように，1933年度以降にはそ

の強化が図られた。

社員会規約は，1933年に 2度（1月，10月）改正された。特に 10月

の改正26）は大きなもので，「第 4章 役員」を設け，「一，幹事長　二，常任

幹事及幹事　三，評議員　四，連合会長　五，分会代表　六，本部部長及

部委員　七，連合会部長及部委員　八，会計監督」を役員として列挙した
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（第 6条）。そして，本部役員会については，「本部役員会ハ幹事長，常任

幹事又本部部長ヲ以テ組織シ，幹事会ノ委任ヲ受ケ各部門ノ計画実行ニ当

ル」と明確に定義し（第 27条），社員会全体の「事務機関」として本部に

「事務局」と「編輯局」を置いた（第 31条）。

また，幹事長は「全会員中」から評議員が選出するものとされ，評議員と

して選ばれていない者でも幹事長に就くことができるようになった（第 18

条）。加えて，常任幹事は 5名以上とされた（第 25条）。さらに，連合会長も

その所属会員の中から評議員が選び，選出された連合会長には「評議員及幹

事タル資格」が認められ（第 38条），「満鉄社員会連合会規約準則」27）

「社員会連合会準則説明」28）を設けて連合会の強化が図られている。

（2）組織：社員会本部の活動

【図３】社員会役員選出の構図
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【図４】社員会における意思決定の流れ

このように規約で定められた社員会は，その組織を【図 3】【図 4】のよ

うに図示している。【図3】は1936年，【図4】は1934年2月のものである。【図

3】は，社員会の役職者の選出とその位置づけを示したもので，下から上

へと，全会員→評議員→幹事→本部役員（幹事長・常任幹事・本部各部長）

と絞り込まれていく「ピラミッド」で表していた。一方，【図 4】が「運

行系統」と称したのは，言わば社員会の意思決定の流れであり，評議員会

で決まったことが幹事会を経て，本部役員会と同各部，または，連合会役

員会と同各部へと手続きが進むことが示されている。

そして，本部各部の職能については，以下のようにまとめている29）。

庶務部「会議・選挙に関する事項・其他・他部に属せざる会務一般」

会計部「予算・決算・一般経理」

組織部「会社職制其他内外の新情勢に基く社員会組織の改廃充実」
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調査部「 会社業務・待遇問題等社員会関係事項各般の調査による資料

整備」

編輯部「機関誌「協和」の編輯大綱・社員会叢書・其他出版諸企画」

　連合会通信部「 各連合会の動静を「協和」記事として本部へ通報の

任に当る」

宣伝部「社員会意識の深化徹底に努め特殊事件の解説宣伝に当る」

事業部「収益事業により基金及び経常費の充実を図る」

福祉部「共済福祉に関する研究並に奥地派遣社員の慰問」

相談部「結婚・家庭・法律・其他対人関係諸問題の解決斡旋」

消費部「消費経済の研究及消費組合との連絡提携」

修養部「精神修養を目的とする事項並に余暇善用・生活改善諸事項」

体育部「保健衛生・健康増進に関する諸事項」

婦人部「 婦人社員独自の立場に於ける諸事項並に社員家庭の向上を図

り慰安に当る」

事務機関

　事務局「 本部・連合会等全般的の連絡並に行事一切の実行」「即ち

会計一般事務・文書受発・会合斡旋・各部連絡等万般の実

務遂行」

　編輯局「 本部・連合会等全般的の動静並に行事一切の報道」「即ち

機関誌・叢書等全編輯・執筆及出版関係万般の実務遂行」

（3）本部役員：課長級以上社員によるもうひとつのマネジメント

【図 1】にも示したように，1927年度から 1941年度までの社員会本部

役員は，のべ 391人となり，これを名寄せすることで，社員会本部役員の

実数 205名を得る。そして，課長級以上社員のデータベースと社員会本部

役員のデータベースをリレーショナル機能で接続することで，1906年 12

月 2日から 1938年 9月 18日までに課長級以上社員であった 1072名のう
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ち，110名が 1927年度から 1941年度までの社員会本部役員に就いてい

たことが判明する。前掲の【表 3】は，左ブロックに課長級以上社員の経

歴を，右ブロックに社員会本部役員のそれを示したものであった。

ちなみに，社員会本部役員 205名から課長級以上社員の職歴を持つ 110

名を差し引いた 95名のうち，37名が 1938年 9月 19日から 1942年 6月

1日までに課長級以上社員となっている。よって，1942年 6月 1日まで

を対象とすると，社員会本部役員 205名のうち，課長級以上社員の職歴を

持つ者は 147名，持たない者は 58名となる。つまり，社員会本部役員の

71.7％が，課長級以上社員という満鉄のミドルマネジメントとしてのキャ

リアを持っていたことになる。

【表 6】は，社員データベースをもとに，1927～ 41年度の社員会本部

役員を一覧にしたものである30）。本部役員の就任は，原則として年度初め（4

月 1日）となっているが，任期途中で辞任・交代があった場合には，後任

者の前に任命月日を入れてある。また，（　　　）内に，年度当初の会社

内の所属と課長級以上の役職を示した。年度途中で就任した場合は，その

時点での所属と役職となっている。さらに，会社創立から 1942年 6月 1

日までの会社の課長以上級社員としての経歴を，以下の①～⑤に分類した。

また，年度ごとに，以下の①～⑤を集計したものが【表 7】である。

①課長級以上の職歴なし

② 課長級以上の職歴はないが，当該年度の本部役員就任後に課長級以

上職に昇進

③当該年度の本部役員就任時に課長級以上職に在職

④ 課長級以上の職歴を持つが，当該年度の本部役員就任時に課長級以

上職になく，就任後に再昇進

⑤ 課長級以上の職歴を持つが，当該年度の本部役員就任時に課長級以

上職になく，就任後も再昇進せず
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俸

【表８】社員会の収支
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【表 6】【表 7】からは，すべての幹事長が「③当該年度の本部役員就任

時に課長級以上職に在職」した者であったことが分かる。また，常任幹事

について言えば，1931年度までは②～⑤だけ，すなわち，何らかの形で

課長級以上社員としての職歴を有した者だけで占められていた。もっとも，

常任幹事の場合，1932年度以降になると「①課長級以上の職歴なし」の

者が出てくるようになっている。また，幹事長・常任幹事・各部長で構成

される本部役員全体で見ても，創立当初から徐々に「①課長級以上の職歴

なし」の比率が創立から上昇を続け，1940年度まで 30％前後の水準を維

持している。

しかし，本部役員全体のうち，「②課長級以上の職歴はないが，当該年

度の本部役員就任後に課長級以上職に昇進」「③当該年度の本部役員就任

時に課長級以上職に在職」をあわせた比率は，年度ごとに見てもほぼ 60

～ 70％の水準にあった。つまり，満鉄社員会の本部役員は，満鉄のミド

ルマネジメントとして会社経営に参画していた者だけでなく，これからミ
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ドルマネジメントとして会社経営を担っていく人材を育成・養成する機能

を持っていたと言えよう。

（4）財政収支：『協和』を通じた「経営参画」

最後に，【表 8】で，社員会の財政収支をまとめておこう。

社員会では会費を徴収しており，創立当初は職員が 20銭／月，傭員が

10銭／月であった31）。しかし，1927年 5月の評議員会で，職員・傭員と

もに 20銭／月と決定され32），以後，全会員が 20銭／月となっている。【表

8】によれば，「会費」は「収入」の半分以上を占めていた。また，「補助金」

は会社から出されたもので，社員会の前身である読書会において，会員 1

人につき年 1円で計 9,000円の補助金を受けていた例に倣って，年 20,000

円の補助金を受けるようになった33）。これら「会費」と「補助金」が，社

員会の「基本収入」を構成している。

これらとは別に，「収入」で目立つのは，「出版収入」である。機関誌『協和』

に掲載された広告からの収入である「『協和』広告」が「収入」全体の 10

～ 20％を，社員会叢書などの販売収入である「出版物収入」が 10％前後

を占めている。また，社員会は，社員が出張の際に利用する宿泊所や集会・

会合に使用する社員会館を運営した他に，社員会の名の入った天幕の貸出

もしており，これらが「事業収入」として計上されている。

一方，「支出」では，「出版諸費」が突出して大きかった。創立の 1927

年度に「支出」全体の 86.0％を占め，以後は低下傾向を示しながらも，

1932年度まで 60％前後を，1939年度まで 50％前後を占めた。「事業諸費」

は変動が大きく，1％前後の年度もあれば，20％近い年度もある。一方で，

各連合会の運営に当てる「連合会割当金」は実額，比率ともに，増加，上

昇傾向にあった。なお，社員会専従者の「人件費」はおおむね 10％前後

であった。

このように社員会は，会費を収入の基盤としながら，出版活動に支出を
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集中させることで，その活動を展開していた。

おわりに

満鉄では，総裁・副総裁が任期を全うすることは稀であり，任期満了が

多かった理事もまた，決して在籍期間は長くなかった。職制改正も度々実

施されたため，満鉄重役の在籍期間の短さ＝不安定さを補うことはなかっ

た。トップマネジメントの分析からは，満鉄の「組織化」を解明できない

理由とミドルマネジメントの分析が必要となる理由がここにある34）。　

課長級以上社員データベース（創立から 1938年 9月 18日現在まで）

によって 1072名の履歴が判明する。しかし，満鉄の分課規程の適用は厳

密でないため，「裁量」を認められた課長級以上社員としての異動・昇進

といった「動態」を総合的に分析した。これによれば，まず，1930年代

に社員から重役に昇進した理事には，ほとんどの場合で 10年以上の課長

級以上社員としての経験があった。

課長級以上社員の全体では，それへの昇進とそれからの退任は恒常的に

行なわれており，新規昇進も最終退任も職制改正とは関係なしに実施され

ることが圧倒的に多かった。しかし，「平均」在籍期間をみれば，上昇（1906

～ 16年度）→下降（1916～ 19年度）→上昇（1919～ 29年度）→下降（1929

～ 32年度）の 4つの局面を経て，フラットな状態に入っており，特に上

昇する局面では，課長級以上社員が経験を活用しながら，満鉄の「組織化」

を進めていた。

入会資格を社員，嘱託，消費組合と社員会の従事員のうちの希望者に認

めた満鉄社員会は，会員による投票で代表を選出した。まず，会社の箇所

ごとに設けられた分会で評議員を選出し，最高決議機関として「評議員会」

が決まると，評議員は互選で幹事長（代表）と幹事を選び，執行機関であ

る「幹事会」が構成された。幹事は，会社の箇所全般から万遍なく選出さ
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れるべく定員が割り当てられた。また，分会をあわせた「地方連合会」が

作られて，沿線各地からの参加も整えられている。そして，幹事会の事務

機関として「本部」が置かれ，幹事長・常任幹事・部長・部員で組織された。

幹事長・常任幹事・部長は本部役員として，社員会の運営を中心的に担った。

このように社員会は，全会員→評議員→幹事→本部役員という選出を通じ

て，「民主的」な手続きを取っていた。

1927年度から 1941年度までの社員会本部役員は 205名であり，1942

年 6月 1日までに課長級以上社員の履歴を持つ者は 147名（71.7％），持

たない者は 58名（28.3％）となる。また，年度ごとに本部役員を見てみても，

「課長級以上の職歴はないが，当該年度の本部役員就任後に課長級以上職

に昇進」「当該年度の本部役員就任時に課長級以上職に在職」をあわせた

比率は 60～ 70％の水準にあった。つまり，満鉄社員会の本部役員は，満

鉄のミドルマネジメントとして会社経営に参画していた者だけでなく，こ

れからミドルマネジメントとして会社経営を担っていく人材を育成・養成

する機能を持っており，課長級以上社員によるもうひとつのマネジメント

の場ともなっていた。

このような社員会の活動を財政収支からみれば，会費と会社からの「補

助金」が「基本収入」を構成し，また，「出版収入」がこれを補っていた。

そして，これらの大部分を，機関誌『協和』を中心とする出版関係に集中

して支出していた。

課長級以上社員の平均在籍期間が上昇する局面で設立された満鉄社員会

（1927年）は，社員全般を会員とする団体として，「民主的」な手続きを

通じて，「社員世論」を代表する仕組みを作り上げていた。そして、社員

会の運営を中心的に担った本部役員は，機関誌『協和』を通じても，満鉄

の重役人事や経営についてさまざまな論説を展開していた。満鉄のミドル

マネジメントによる「経営参画」は，配置された特定の課長級以上ポスト

での業務だけでなく，社員会本部役員としての社員全般をまとめていく活



　　　「国策会社」における社員団体の分析　　平山

（102）

423

動を通じても展開されていたのである。社員会は，満鉄の「組織化」に内

実を与えていた団体であった。このような点から，満鉄社員会の機関誌『協

和』は，戦前・戦中の中国の経済社会を分析する資料として大きな価値を

持っている。

追記：脱稿後に，Emer O’Dwyer, SIGNIFICANT SOIL: Settler Colonialism 

and Japan’s Urban Empire in Manchuria, Harvard University Asia Center, 

2015 を入手した。同書もまた，『協和』の分析に多くの頁を割いているが，

本稿では言及することができなかった。

［注］

1） 近年では，国際日本文化研究センターに寄贈された故・岡部牧夫氏の

所蔵資料について，井村哲郎編『岡部牧夫文庫目録：地域研究関係図書・

資料』（人間文化研究機構国際日本文化研究センター，2015年）が出

されており，これにも満鉄資料が含まれている。

2） 『満鉄調査彙報』全 20冊（復刻版：本の友社，1998年），『満鉄調査部報』

全 4冊（復刻版：龍渓書舎，2000年）。

3） 解学詩・蘇崇民主編『満鉄檔案資料匯編』全 15巻，社会科学文献出版社，

2011年。

4） 平山勉「満鉄調査の慣習的方法：統計調査を中心として」，松村高夫・

柳沢遊・江田憲治編『満鉄の調査と研究：その「神話」と実像』青木書店，

2008年。

5） 齊藤直「戦時経済下における資本市場と国策会社：台湾拓殖が直面し

た株式市場からの制約」（『経営史学』43巻 4号，2009年 3月），平

山勉「満鉄の増資と株主の変動：1933年増資の払込期間を中心として」

（『歴史と経済』202号，2009年 1月），谷ヶ城秀吉「戦時経済下にお
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ける国策会社の利益確保行動：台湾拓殖を事例に」（『日本植民地研究』

22号，2010年 7月）など。

6） 筆者は，平山勉「満鉄社員会の設立と活動：会社経営への参画問題を

中心に」（『三田学会雑誌』93巻 2号，2000年 7月）において，部長・

課長級社員データベースの分析結果と社員会の活動についてまとめた

ことがある。本稿は，前稿をふまえつつ，データベース分析をより深

化させ，かつ，社員会の規約・組織・財政についての分析を加えるこ

とで，機関誌『協和』の資料的特性を明らかにするものである。

7） 「事務取扱」として重役にあった者（中村是公と島安次郎）を含まない。

8） 藤原豊四郎・野間清「解題」，満鉄会監修『南満州鉄道株式会社課級

以上組織機構変遷並に人事異動一覧表』満鉄史料叢書 12，龍渓書舎，

1992年，8頁。

9） 伊藤一彦「満鉄労働者と労務体制」，松村高夫・解学詩・江田憲治編著『満

鉄労働史の研究』日本経済評論社，2002年，126頁。

10） 前掲藤原・野間「解題」15頁。

11） 同上，9頁。

12） 同上，8～ 9頁。

13） 満鉄社内の人事異動は「社報」で日々告知されているが，職制改正時の

ものは「号外」となっており，『南満州鉄道株式会社 社報』（マイクロフィ

ルム版，柏書房，1994年）には，「号外」がほとんど収録されていない。

14） 関係会社への出向や社費留学の場合も「罷免」として処理されている。

15） 「所属①」から「所属③」へと組織内の階層が下がるように分類して

あり，例えば，「庶務部社会課 課長」の場合は，「所属①＝庶務部」「所

属②＝社会課」「所属③＝ブランク」「役職＝課長」となる。おおむね，

「所属①」には「部」が，「所属②」には「課」が入力されている。

16） 衛藤利夫は，1915年に東京帝大図書館司書に就任，1919年に満鉄に

入社して大連図書館司書となると，1922年から奉天図書館長を務め
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た（井村哲郎「満鉄調査関係者人名録」，同編『満鉄調査部：関係者

の証言』アジア経済研究所，1996年，723頁）。なお，奉天図書館長は，

1930年職制改正より課級以上ポストとされた。

17） 前掲藤原・野間「解題」8頁。

18） むしろ，職制改正がインパクトを持ちえたのは，平均在籍期間が下落

傾向にあった 2つの時期（1916～ 19年度，1930～ 32年度）である。

1930～ 32年度の下落傾向のもつインパクトについては，前掲平山「満

鉄社員会の設立と活動」を参照されたい。

19） 「満鉄社員会規約」『協和』2巻 4号，1928年 4月 1日，181～ 183頁。

20） 「満鉄社員会綱領」『協和』1巻 2号，1927年 5月 1日，1頁。

21） 「評議員選挙細則」（第 1条），『協和』2巻 4号，1928年 4月 1日，183頁。

22） 「評議員選挙細則」（第 5，6条），同上，183頁。

23） 「幹事長及幹事選挙細則」（第 3，4条），同上，184頁。

24） 「分会及地方連合会通則」（第 1条），同上，184頁。

25） 「分会及地方連合会通則」（第 2条），同上，184頁。

26） 「満鉄社員会規約」〈社員会ニュース〉，『協和』8巻 7号，1934年 4月 1日，

40～ 41・45頁。

27） 「満鉄社員会連合会規約準則」〈社員会ニュース〉，同上，45頁。

28） 「社員会連合会準則説明」〈社員会ニュース〉，同上，45頁。

29） 「各部の職能」『協和』8巻 4号，1934年 2月 15日，9頁。

30） なお，1942年度以降の社員会本部役員については判明していない。

31） 「社員会十年史（3）」『協和』11巻 16号，1937年 8月 15日，24頁。

32） 「社員会小史（未定稿）」『満鉄社員会概要』満鉄社員会，1936年，7頁。

33） 同上。

34） 満鉄の重役資料として名高い村上義一・八田嘉明・山崎元幹の 3文書

のうち，村上と八田については，満鉄に在籍したのは重役としてのみ

で，その期間に限定された資料であることに注意する必要がある。
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